
6

1

6

⑥のうち贈与税額に

係る外国税額控除額

贈与税の申告書を
提出した税務署の
名称

①の年分に被相続人から相
続時精算課税に係る贈与を
受けた財産の価額の合計額

③から控除する相続
時精算課税に係る基
礎控除額

贈与を受けた人の氏名
被相続人から初めて相続時精算課税に係る贈与を
受けた年分（相続時精算課税選択届出書の提出に係る年分）

相続時精算課税選択届出書を提出した
税務署の名称

相続時精算課税適用
財産の価額（③－④）
（赤字のときは０）

③の財産に係る贈与税
額（贈与税の外国税額
控除前の金額）

⑧
合 計

⑨ ⑩

⑥ ⑦

贈与を受けた人ごとに記入します。

1 租税特別措置法第70条の6の 9 ((個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))、第70条
の7の 3 ((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))又は第70条の7の 7 ((非上場株式等の
特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))の規定の適用により相続又は遺贈により取得したものとみ
なされる財産は、その財産の種類に応じて第11表の付表1、付表2又は付表4に記入します（この表には記入し
ません。）。

2 ③欄の金額は、下記 2の②の「価額」欄の金額に基づき記入します。
3 ④欄は、被相続人である特定贈与者に係る贈与税の申告書第2表の「相続時精算課税に係る基礎控除額」欄の
金額を記入します。なお、「① 贈与を受けた年分」欄が令和5年分以前の場合は、「0」と記入します。

4 ⑧欄の金額を第1表のその人の「相続時精算課税適用財産の価額②」欄及び第15表のその人の㉛欄にそれぞれ
転記します。

5 ⑨欄の金額を第1表のその人の「相続時精算課税分の贈与税額控除額⑰」欄に転記します。

③

1 この明細は、被相続人である特定贈与者に係る贈与税の申告書第 2表に基づき記入します。なお、被相続人で
ある特定贈与者が贈与をした年中に死亡し贈与税の申告が不要である場合は、「相続税の申告のしかた」の記載
例を参照してください。

2 ②の「価額」欄には、被相続人である特定贈与者に係る贈与税の申告書第 2表の「財産の価額」欄の金額を記入
します。ただし、特定事業用資産の特例の適用を受ける場合には、第 11・11 の 2 表の付表 3 の⑦欄の金額と⑦欄の金
額に係る第11・11の 2表の付表3の2の⑲欄の金額の合計額を、特定計画山林の特例の適用を受ける場合には、第11・
11 の 2 表の付表 4 の「2　特定受贈森林経営計画対象山林である選択特定計画山林の明細」の⑤欄の金額を記入
します。また、租税特別措置法第 70 条の 3 の 3(( 相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例 )) の承認を
受けている場合には、その承認に係る財産の価額から同条の規定による災害により被害を受けた部分に対応す
る金額を控除した金額を記入します。

価額

利用区分、銘柄等

1

1

国税 太郎

国税 一郎 令和２年分 春日部税務署

2･5･14

2･5･14

有価証券 文京区○○1丁目3番5号 2,000株 14,624,000

現金預貯金 ○○銀行○○支店 10,002,035定期預金

令和２年分 春日部税務署 24,626,035 24,626,0350
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24,626,035

特定同族会社の株式
（その他の方式）○○商事㈱

「２ 相続時精算課
税適用財産（１の
③）の明細」欄に
記載した財産につ
いて、贈与税の外
国税額控除の適用
を受けている場合
に記載します。

利子税、延滞税及
び加算税の額は含
まれません。

被相続人である特
定贈与者が死亡し
た年分については、
110万円（※）と記
入してください。
（※）同一年中に
２人以上の特定贈
与者からの贈与に
より財産を取得し
た場合には、 110
万円をそれぞれの
特定贈与者の贈与
税の課税価格であ
ん分した金額とな
ります。

被相続人である特定贈与者が贈与をした年中に死亡し贈与税の申告が不要である場合は、
その年に被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税適用財産の明細を「２ 相続
時精算課税適用財産（１の③）の明細」欄に記載します。
ただし、その年に贈与により取得した相続時精算課税適用財産の価額が相続時精算課税に
係る基礎控除額以下の場合には、この表に記入する必要はありません。
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特例の対象となり得る財産を取得
した人全員の氏名を記入します。特
例の適用を受けない人の氏名も必
ず記入してください。 

「⑨減額
割合」を乗
じて計算
します。1

1

4
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１

（注）1　一の宅地等とは、一棟の建物又は構築物の敷地をいいます。ただし、マンションなどの区分所有建物の場合には、区分所有された建物の部分に
係る敷地をいいます。

2　一の宅地等が、配偶者居住権に基づく敷地利用権又は配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用の供される宅地等である場合には、この
計算明細書によらず、第11・11の２表の付表１（別表１の２）を使用してください。

6

6

1

「相続開始の直前における宅地等の利用区分」については、16ページを参照してください。 

「２　左記の宅地等のうち選択特例対象宅地等」に記入
した宅地等の「面積」及び「評価額」を前ページの③欄
及び④欄に記入します。
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6

６

(第11表の付表１の価額)

農地等が所在する区域により農地等を区分し、区分ごとに田、畑、採草放牧地、
準農地、一時的道路用地等、営農困難時貸付農地等、特定貸付農地等、貸付都
市農地等の順で記入してください。 

他人から借り受けて農業の用
に供している農地等につい
て、地上権、永小作権、使用
貸借による権利又は賃借権
（耕作権）の別を記入します。

農業相続人が２人以上
いる場合には、農業相
続人ごとにこの表を作
成します。 
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（注）l　各人の⑦欄の金額を第１表のその人の「債務及び葬式費用の金額③」欄に転記します。

　　　2　③、⑥及び⑦欄の金額を第15表の㉝、㉞及び㉟欄にそれぞれ転記します。

6

この表は、被相続人の債務について、その明細と負担する人の氏名及び金額を記入します。
なお、特別寄与者に対し相続人が支払う特別寄与料についても、これに準じて記入します。

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7 14

1427

6

6

6

6

6

「種類」欄は、公租
公課、銀行借入金、
未払金、買掛金、そ
の他の債務に区分し
て記入します。 
なお、「細目」欄は次
の事項を記入しま
す。 
（公租公課） 
所得税及び復興特別
所得税、市町村民税、
固定資産税などの税
目とその年度 
（銀行借入金） 
当座借越、証書借入
れ、手形借入れ 
（未払金） 
未払金の発生原因 
（買掛金） 
記入の必要はありま
せん。 
（その他） 
債務の内容 

各相続人が相続

分に応じてそれ

ぞれ負担すると

した場合に計算

される各相続人

の金額を記入し

ます。 

公租公課について

は、税務署名や市町

村名などを「氏名又

は名称」欄に記入し、

「住所又は所在地」

欄の記入は省略して

も差し支えありませ

ん。 
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　特定非営利活動促進法第２条第３項に規定する認定特定非営利活動法人に対して寄附をしましたので、租税特別措置法第70条第10項の規定の適用を受け

ます。

（
令
和
５
年
４
月
分
以
降
用
）

　被相続人から租税特別措置法第 70 条の 2 の 2 第 12 項第 1 号 (( 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与
税の非課税 )) に規定する管理残額及び同法第 70 条の 2 の 3 第 12 項第 2 号 (( 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与
を受けた場合の贈与税の非課税 )) に規定する管理残額以外の財産を取得しなかった人（その人が被相続人から相続時精
算課税に係る贈与によって財産を取得している場合を除きます。）は除きます。

　国、地方公共団体又は租税特別措置法施行令第 40 条の 3 に規定する法人に対して寄附をしましたので、租税特別措置法第 70 条第 1 項の規定の適用を

受けます。

6

6

4

3

6

この欄の適用を
受けた被相続人
の配偶者は、贈
与税の申告が必
要となります。 

この欄に記載した財産
は、第11表の付表１～４
には記載しません。 

適用を受ける特例
に係る番号（(1)～
(3)）を○で囲んで
ください。 
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3 1 4 01 3 9 6 0

3 5 0 21 1 0 6 0

2 9 2 02 8 8 0 0

2 2 5 5 9 6 9 0

9 9 4 5 6 6 4 3

①～⑦、⑩～

㉚の各欄は、

代償財産があ
る場合のその
価額は、各人ご
とに、本来取得
したその他財
産と区分して
㉘欄に、２段書
きしてくださ
い。 

第14表の④欄

の金額を記入

します。 

第13表の金額
を記入します。

第11の２表の
⑧欄の金額を
記入します。 

第 12表の価額

を記入します。

第 11表の付

表１～４の

価額を記入

します。 
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2 4 2 7 2 9 6 0

2 4 2 7 2 9 6 0

3 1 0 7 7 4 3 2

3 4 6 0 1 6 0 0

1 0 3 2 8 6 4 0
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